
火入れ許可 フローチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

火入れ行為の目的が次のいずれかに

該当するか 
 
① 造林のための地ごしらえ 
② 開墾準備 
③ 害虫駆除 
④ 焼畑 
⑤ 採草地の改良 

 
※単に刈草、雑草等の除去のために

行う草焼き、道路・河川・ため池

など施設維持管理のための草焼き

は火入れ許可対象外 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 
 

 廃棄物の「焼却」は原則禁止 
 

 

 

NO 

森林又は森林の周囲１kmの範囲内に

ある土地で行う、面的(※)に焼却す

る行為であるか 
 

(※)面的とは 

ある区域を定め、その区域を対象として面

的に焼却する行為。 

たき火や刈り草を１箇所に集めて行う寄せ

焼きなど小規模な焼却行為は面的な焼却で

はない。 

YES 

火入れ許可対象 
 

火入れを行う１０日前までに、「火入許可申請書」に図面を添付し市（農林水産課）へ提出 
 
 

【要件】 

○ 火入れの目的が適合していること 

○ 火入れ地周囲の現況、防火の設備の計画、火入れ予定期間における気象状況の見通し等か 

らみて、周囲に延焼のおそれがないこと 

 

 

YES 

NO 
火入れ許可対象外 
 

「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれ

のある行為の届出書」を管轄する消防署・分署へ

提出。 

（届出の可否は管轄する消防署・分署へ相談のこと） 
 
・本署（082-422-6567） 
・西分署（082-428-0119） 
・高屋分署（082-491-0119） 
・南分署（0823-82-0119） 
・北分署（082-432-2119） 
・東分署（082-437-0119） 
・安芸津分署（0846-45-0119） 

許可 

申請者へ「火入許可証」を交付 

火入れ後 

「火入許可証」を市（農林水産

課）へ返納 

市から東広島消防署へ火入許可をした旨を通知 

公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の

焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微であ

ること。 
 

○ 風俗慣習上又は宗教上のためのもの 

○ 災害の予防や応急対策のためのもの 

○ 農業、林業、漁業を営むためにやむを得ないもの 

○ たき火などの軽微なもの 

 

 

例外として 


